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特 徴取 組地区名等

園芸振興協議会を中心とした推進により50％を超
える農地でバンクを活用

① 阿久根市

脇本西部地区

地元リーダーと関係機関の協力で担い手への農地
集積を実現

② 伊佐市
曽木地区

話し合いによる整備区域の拡大と高収益作物に対
応した設計の変更

③ 曽於市財部町
七村地区

担い手への集約化を加速するため機構関連農地整
備事業３地区目に着手

④ 曽於郡大崎町
谷迫地区

農業委員と農地利用最適化推進員の役割分担で農
地を有効活用

⑤ 肝属郡南大隅町
全域

喜界町技連会で支援したサトウキビ大規模農家へ
の農地集約の取組

⑥ 大島郡喜界町
川嶺地区

１年間で30ha超の農地集積を達成し，協力金を活
用した地域のための取組

⑦ 大島郡和泊町
皆川地区
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園芸振興協議会を中心とした推進により50％を超える農地でバンクを活用

地元
リーダー

① 阿久根市脇本西部地区

・ 阿久根市の北部の西側に位置する53haの畑地帯。日当たりのよい傾斜地でマメ類，バレイショ，カ
ンショなどが栽培されている。

・ 農地１筆の平均面積は10a程度で，基盤整備率は10％と低く，鳥獣による被害も多い。
・ 干ばつ時の水対策と耕作者の高齢化が課題となっていた。

地区の概要

園芸振興協議会や農業委員を中心に，地元への説明を継続して実施
地区の約４割の農地が地域外居住者の所有であったため，電話や郵便を活用して理解を促進

取組のポイント

脇本北部地区

農政林務課 農業委員会

阿久根市

〇 地域内の意見とりまとめ
〇 合意形成
○ 相続人探索・同意取得

あくねし わきもとせいぶ

阿久根市役所

脇本西部地区

① 令和６年に担い手が中心となった話し合いを重ね，水源確保のために地域集積協力金交付事業
に取り組むこととした。

② 園芸振興協議会や農業委員，市バンク推進員を中心に地権者への説明を重ねて，事業への理解
を得ていった。遠隔地の地権者へは電話等での説明を進め，理解を得た。

③ 令和７年３月には16haの相続未登記を含む27.4haの農地で農地バンク法での利用権設定がなさ
れた。

④ その結果，地区内の34％にあたる18haの農地が担い手に集積された。
⑤ 地域集積協力金は，漁協の給水所を借用した水源の確保を中心に，道路整備等にも活用する予
定である。

取組の内容

○ 地域への説明
○ 探索への協力

など

関係機関の取組

園芸振興協議会・農業委員

○ 各種手続き

市バンク
推進員

農業委員

取組の成果

連携 情報共有

○ 相続人探索・同意取得



地元リーダーと関係機関の協力で担い手への農地集積を実現地元リーダーと関係機関の協力で担い手への農地集積を実現

② 伊佐市曽木地区

取
組
の
成
果

いさし そぎ

地元リーダーと関係機関が協力した話し合い活動等により，若手農家等の担い手へ農地を調整・配分
地元リーダーが，農地の所有者や担い手へ働きかけることで，農地バンクの活用と契約の同意を取得
相続未登記農地は農業委員会が，相続人に電話等で説明を行い，農地バンク法での利用権を設定

取組のポイント

・ 伊佐市南西部の中山間地に位置する曽木地区は，水稲と肉用牛が盛んな地域である。大規模水稲農家や
40歳代の若手担い手農家がいる地域であるが，農家の平均年齢は69歳と高齢化が進んでいる。

地区の概要

① 大規模水稲農家である地元リーダーと関係機関(伊佐市農政課・農業委員会，姶良・伊佐地域振興局農政
普及課伊佐市駐在)が，協力して令和７年２月の地元説明会で農地中間管理事業と地域集積協力金交付事
業について説明し，３月には担い手への農地集積・集約を目的に農地利用組合を設立した。

② 地元リーダーが，農地所有者・担い手への訪問や独自に若手農家との話し合いの場を設定するなどの活
動により，農地バンクの活用と契約の同意を得た。

③ 相続未登記農地については農業委員会が，県内外の相続人に電話等で説明を行い，農地バンク法での
利用権設定に結びつけた。

④ 令和７年12月には農地バンクの活用率が92％を超え，地域集積協力金交付事業を申請した。今後は，地
域集積協力金を活用し，更なる農地の集積と集約に取り組む予定である。

取組の内容

伊佐市農業委員会

情報共有

農地利用組合
（R７年３月設立）

○事業説明
会の開催

○申請書類
受付

地元リーダー

○農地所有者
や担い手と
の話し合い

姶良・伊佐地域
振興局農政普及
課伊佐市駐在

伊佐市農政課

連携
情報共有

地元
リーダー

相続未登記

取組前 取組後

農業委員会

関係機関の取組

曽木地区

伊佐市役所



・ 曽於市北東部の中山間地に位置する32haの水田で，早期水稲や飼料作物等を栽培している。
・ 区画整理済みであるが，一区画が10aと小さく，道路幅員も狭小で，水路は用排水兼用が多く，
高齢化による遊休農地化も懸念されており，大区画化と担い手確保が課題である。

地区の概要

① 令和３年度に機構関連整備事業に新規採択され，事業着手の準備で，七村の営農を考える
会は，高収益作物等の導入に向けた話し合いや，効率的な区画を目指して未同意の農地につい
て同意徴集を続けてきた。

② 高収益作物は，当初，キャベツ・タマネギを計画していたが，協議の結果，導入作物にゴボウ
やダイコン等に加え，根菜類の作付けも可能とするため，導入予定地に客土工を追加し表土厚
を30cm確保する計画とした。

③ 0.5haの農地を編入することで，より効率的な区画を目指し，当初未同意であった農地の利用
権設定や契約期間延長を，七村の営農を考える会や市バンク推進員等が同意徴集し，令和６年
度から変更計画により着工した。

取組の内容

七村の営農を考える会による新たな高収益作物導入に対応した整備計画で着工
七村の営農を考える会と市バンク推進員等を中心に，当初計画で取得できなかった農地中間
管理権と施工同意を取得し，事業施行区域を拡大

取組のポイント

話し合いによる整備区域の拡大と高収益作物に対応した設計の変更

③ 曽於市財部町七村地区

取
組
計
画

関係機関の取組

曽於市農政課・産業振興課

曽於市耕地林務課

～地域段階推進チーム～

七村の営農を考える会

○ 契約申請手続き総括
○ 市バンク推進員の戸

別訪問による同意徴集

○ 事業内容の説明
○ 施工同意の徴集

○高収益作物の検討
○未同意者への説明
○申請書類受付

連
携
・情
報
共
有

ななむら

曽於市役所

たからべちょうそおし

客土工

七村地区機構関連
整備事業

中山間
市バンク
推進員

13.3％ 16 

60百万円

10a 10人

84.1％
100 74百万円

50a

14人

集団化率 高収益面積 生産額 区画面積 担い手

現況(R元) 目標(R21)

（10a）



担い手への集約化を加速するため機構関連農地整備事業３地区目に着手

・ 大崎町南部に位置する23.3haの水田で早期水稲や飼料作物等を栽培している。
・ 一区画当たりの面積が10aと小さく，農道は狭小で，水路は用排兼用も多く，用水は，かけ流し
もあり，水田の汎用化の阻害要因となっており，耕作条件の改善と担い手への集約が課題となっ
ている。

地区の概要

① 大崎町では，事業制度開始とともに，町内３地区で話合いを開始し，他２地区は，令和４年度
までに採択となった。当地区は，平成30年に谷迫地区水田ほ場整備推進委員会を立上げ，行政
を加えた地域の話し合い活動を10回程重ね，令和５年度には実施計画を取りまとめた。

② 近隣の所有者には，顔見知りの推進委員会役員が足を運び，利用権設定，施工同意徴集に
努めた。町外の方は，町バンク推進員や行政が同意徴集を担った。

③ 機構関連農地整備事業に取り組むとともに，令和５年度に地域集積協力金の交付を受けて地
域活性化に役立てた。

④ 令和７年度に地区採択となり，令和10年度には着工を目指し，地域外の担い手から協力をもら
いながら，令和18年度には，目標集団化率・収益向上の達成を目指す。

取組の内容

大崎町内で３地区目となる谷迫地区で機構関連農地整備事業に取り組むことにより，約83ha
余りの水田を担い手へ集約化

推進委員会及び町バンク推進員を中心に，出し手・受け手へ制度周知・同意徴集に奔走

取組のポイント

④ 曽於郡大崎町谷迫地区

現況（R５）
目標（R18）

取
組
計
画

関係機関の取組

大崎町農林振興課

農業委員会

～地域段階推進チーム～

谷迫地区
水田ほ場整備推進委員会

○ 契約申請手続き総括
○ 町バンク推進員の戸

別訪問による同意徴集

○ 農地情報提供・相続
未登記農地の調査

○制度の周知
○申請書類配布受付

連
携
・情
報
共
有

29.1％ 0

35百万円

10a 4人

86.1％
60 

59百万円

50a

7人

集団化率 高収益面積 生産額 区画面積 担い手

現況 目標

（10a）

たにさこ

谷迫地区

大崎町役場

おおさきちょうそおぐん

非担い手

担い手

町バンク
推進員

機構関連
整備事業



農業委員と農地利用最適化推進委員の役割分担で農地を有効活用

⑤ 肝属郡南大隅町全域

・ 大隅半島南部に位置し，養豚や肉用牛などの畜産が盛んで，耕種部門ではバレイショやピーマ
ン，インゲンなどが栽培されている。

・ 農家数は減少傾向にあり，平成12年の1,549人から令和２年には540人と，平成12年比で35％まで
減少している。

町の概要

町バンク推進員を配置していない中，農業委員と最適化推進委員の役割分担で農地を有効活用
あっせん看板の設置や契約更新時の意向確認等により農地の活用率が向上

取組のポイント

きもつきぐん

① 農業委員は，機構管理農地等にあっせん看板を設置しており，令和６年度は設置数の約半数が
貸借や売買に結びついた。

② 最適化推進委員は，バンク法での契約更新や基盤法からの切替の際，出し手及び受け手の意向
確認調査を実施した。また，機構集積協力金受給の地域など，まとめて更新する際には，農業委員
が意向確認調査を行った。

③ 両委員のあっせん看板の設置や意向確認調査等の活動により，機構管理農地については50%以
上を新たな受け手への転貸を実現した。

取組の内容

あっせん看板

最適化
推進委員

農業委員

南大隅町

みなみおおすみちょう
機構管理

農地

南大隅町役場



喜界町技連会で支援したサトウキビ大規模農家への農地集約の取組喜界町技連会で支援したサトウキビ大規模農家への農地集約の取組

⑥ 大島郡喜界町川嶺地区

川嶺地区における農地集積の方針を決めることで，サトウキビ大規模農家への農地集積を促進
大規模農家間での話し合いで，農地の交換による棲み分け（農地集約）を合意し，目標地図を作成

取組のポイント

取
組
の
成
果

おおしまぐん きかい ちょう かわみね

喜界町技連会
糖業部会 農政部会

川嶺地区サトウキビ農家
大規模農家（２戸）

規模縮小・離農農家（３戸）
高齢・兼業農家（５戸）

○アンケート調査
○「農地について

語る会」開催

支
援

大規模農家２戸の耕作状況（現状） 目標（数年後）

大規模農家２戸がサトウ
キビ面積の約65％を耕作

・ 川嶺地区は喜界町の南西部に位置する畑地帯で，サトウキビが基幹作物である。耕地面積120haのうち
サトウキビの栽培面積は92haである。

・ サトウキビ農家10戸のうち栽培面積が30haを超える大規模農家が２戸，高齢・兼業農家８戸である。

地区の概要

① 喜界町技連会が，令和７年６月にアンケートを行い，サトウキビ農家10戸の意向調査を実施した結果，大
規模農家２戸は川嶺地区での規模拡大を希望し，離農・規模縮小を意向している３戸は川嶺地区の農家へ
農地を委譲希望であった。

② アンケートの結果を基に，令和７年７月に「川嶺地区の農地について語る会」を開催し，離農・規模縮小す
る際は，集落内の大規模農家２戸へ農地を預けるよう農地集積の方針を決めた。

③ 令和７年10月に２戸の大規模農家間で話し合いを実施し，現在耕作している農地の交換による棲み分け
（農地集約）を合意するとともに，数年後の目標地図を作成した。

取組の内容

町技連会 大規模農家

大規模農家間での話し
合いによる目標地図

農地交換

農地について語る会

関係機関の取組

喜界町役場

川嶺地区



１年間で30ha超の農地集積を達成し，協力金を活用した地域のための取組

地元
リーダー

⑦ 大島郡和泊町皆川地区

・ 和泊町の東部の平地に位置する108haの畑地帯で，主にバレイショが栽培されている。
・ 地区の25％程度は基盤整備がなされ畑かんも整備されているが，担い手への農地集積は進んでお
らず14ha(地区の13％)程度だった。

・ 農業用水としても利用される河川の河原清掃が，地区住民によって年間を通じて行われている。

地区の概要

① 地区の区長が中心となって，令和４年から農地中間管理事業の理解促進と農地集積の話し合いを
進め，役場や農業委員，地域の担い手と協力しながら，集積を推進した。

② その結果，令和６年度には地区の61％にあたる66haで農地バンクが活用され，そのうち32haが新
規参入を含む担い手に集積された。

③ 担い手に集積された32haのうち，95％の30.5haは令和６年度の１年間で，新たに集積できた。
④ 32haに交付された地域集積協力金の約30％を活用して，河原清掃等の共同活動を行うとともに，
将来に向けた公民館改修等のための積立を行っている。

取組の内容

地元リーダーが中心となった話し合いを活発に行った結果，担い手への集積率が向上
地域集積協力金を活用した公民館改修に向けた積立や地域の話し合い，地区内の河原清掃を実

施中

取組のポイント

取
組
の
成
果

おおしまぐん わどまりちょう みながわ

関係機関の取組

連携

皆川地区

○ 共同活動(河原清掃等)
○ 共同利用機材購入のための積立
(公民館の改修やクーラーなどの更新)

和泊町経済課・農業委員会

情
報
提
供

事業説
明，手続
き など

農業委員

共同作業な
どの写真

和泊町役場

皆川地区

地
区
意
見

農業委員

取組前(R4) 取組後(R6)

担い手
非担い手
新規
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【編集後記】

この度，地元の農業者(出し手・受け手)や行政(県・市町村)，農業委員会，土改連，JA，土地改良区などの皆
様が尽力し，農地中間管理事業を活用して農地の集積・集約化に取り組まれた事例をとりまとめました。

本事例集の作成にあたっては，関係の皆様に快く取材をお引き受けいただき，また，貴重な参考資料を提供いた
だきましたことに深く感謝申し上げます。

令和５年４月１日には，改正農業経営基盤強化促進法等が施行され，令和７年４月１日以降農地の権利移動は農
地中間管理事業に一本化されました。

また，市町村で令和６年度に策定された「地域計画」は，本年度からブラッシュアップしながら，農地の権利移
動は当該地域計画に基づき行うこととされており，農地バンクの取り扱いもますます拡大すると考えられます。

この事例集が，県内各地域での取り組みの参考として活用され，皆様方の事業推進の一助となれば幸いです。
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